
ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
八
五
）

ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に

お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
例
と
し
て
の

消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ホ
イ
プ
ラ
イ
ン

永　

田　
　
　

誠　

翻
訳
監
修

永　

田　

洋　

平　
　
　

翻
訳

Ⅰ　

導
入

日
本
で
は
、
現
在
債
権
法
の
改
正
作
業
中
で
あ
る
と
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
関
連
で
、
普
通
取
引
約
款
（
約
款
）
の
組
み
入
れ
及
び
有
効

性
に
関
し
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
考
察
が
、
皆
様
の
関
心
を
引
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

一
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
八
六
）

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
観
点
を
中
心
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
、
タ
イ
ト
ル
で
述
べ
た
法
秩
序
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
条
項
規
制
」（K

lauselkontrolle

）
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
は
、
部
分

的
に
、
消
費
者
保
護
の
手
段
と
見
受
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
約
款
が
使

用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
で
契
約
が
結
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
法
律
上
の
規
制
基
準
の
中
心
的
な
前

提
要
件
に
な
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
は
そ
の
点
で
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
び
ま
し
た
。
即
ち
、
基
本
的
に
は
、
条
項
規
制
を
約
款

の
存
在
に
結
合
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

第
二
に
、
こ
の
分
野
が
特
に
私
の
関
心
事
な
の
で
す
が
、
濫
用
条
項
の
無
効
の
射
程
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
内
容

規
制
（Inhaltskontrolle

）
の
法
律
効
果
に
関
わ
る
問
題
で
す
。
濫
用
条
項
は
、
そ
れ
が
濫
用
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
の

み
無
効
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
条
項
全
て
が
無
効
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
は
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は

「
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
」（geltungserhaltende R

eduktion

）
と
い
う
標
語
で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
立

法
者
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者

（
1
）

」
と
同
様
に
こ
の
問
題
を
過
小
評
価
し
て
い
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、
欧
州
司
法
裁
判
所
（E

uG
H

）
は

こ
の
件
に
関
し
て
、
こ
の
数
ヶ
月
の
間
に
興
味
深
い
判
決
を
い
く
つ
か
出
し
ま
し
た
。
私
に
与
え
ら
れ
た
短
い
時
間
内
で
、
法
律
効
果
の

評
価
の
問
題
を
論
じ
つ
く
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
立
場
か
ら
最
も
決
定
的
な
観
点
、
即
ち
予
防
の
観
点
、
こ
れ
は
、
よ
り
具

象
的
に
威
嚇
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

一
三
〇



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
八
七
）

Ⅱ　

消
費
者
の
保
護
、
も
し
く
は
均
衡
の
取
れ
て
い
な
い
約
款
か
ら
の
保
護

1　

歴
史
的
回
顧

ａ

一
九
七
〇
年
代
に
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ベ
ル
で
も
、
濫
用
的
な
契
約
条
項
か
ら
の
保
護
に
焦
点
を

当
て
る
立
法
者
の
努
力
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
企
業
が
、
法
律
上
の
任
意
規
定
を
自
ら
の
有

利
に
変
更
す
る
と
い
う
実
務
が
広
範
に
見
受
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
実
務
の
無
謀
な
行
き
過
ぎ
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
国
内
の
裁
判
所
は
、
当
時
、
契
約
法
の
一
般
的
な
法
規
、
例
え
ば
契
約
解
釈
や

法
律
行
為
の
公
序
良
俗
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
業
者
が
私
的
自
治
を
一
方
的
に

悪
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
効
率
の
良
い
保
護
は
、
こ
の
様
な
方
法
で
は
樹
立
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
し
た
。
一
般
的
な
法
律

の
規
定
は
、
当
事
者
の
取
り
決
め
へ
の
介
入
を
例
外
的
に
し
か
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
両
当
事
者
が
契
約
の

規
則
を
、
締
結
の
自
由
、
形
成
の
自
由
に
基
づ
い
て
自
由
に
取
り
決
め
た
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
当

時
か
ら
す
で
に
、
文
献
、
及
び
部
分
的
に
は
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
一
方
が
契
約
形
成
に
全
く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
き
に
は
、

私
的
自
治
の
機
能
条
件
が
害
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
そ
の
当
事
者
の
無
関
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
理
由
が
客
観
的
に
も
っ
と
も
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
と
き
に
は

（
2
）

、
立
法
者
は
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
濫
用
条
項
か
ら
の
保
護
を

樹
立
す
る
動
機
が
確
立
す
る
の
で
す
。

ｂ
先
ず
、
焦
点
は
消
費
者
保
護
に
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
四
年
の
第
五
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
（D

eutscher 

一
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
八
八
）

Juristentag

）
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
法
律
上
の
規
定
を
最
終
消
費
者
に
限
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
取
り
ま
し
た

（
3
）

。
ペ
ー

タ
ー
・
ウ
ル
マ
ー
（P

eter U
lm

er

）
は
当
時
、
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
の
本
会
議
で
報
告
者
と
し
て
、
特
別
な
消
費
者
立
法
に
は
「
こ
れ
ら
の

人
々
の
典
型
的
な
保
護
必
要
性
及
び
消
費
者
保
護
対
策
の
政
治
的
牽
引
力
に
も
拘
ら
ず
、
基
本
的
な
疑
念
を
抱
く
」
と
言
及
し
ま
し
た
。

そ
の
ウ
ル
マ
ー
の
疑
念
は
、
と
り
わ
け
以
下
の
理
由
に
よ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
消
費
者
の
経
済
的
劣
勢
は
、
普
通
取
引
約
款
の
使
用
の

結
果
で
は
な
く
、
構
造
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
特
別
法
は
、
個
別
的
取
り
決
め
を
も
組
み
入
れ
な
が
ら
拡

大
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
消
費
者
保
護
と
し
て
の
約
款
規
定
は
、
包
括
的
な
民
法
上
の
消
費
者

法
へ
の
第
一
歩
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
私
的
自
治
を
大
幅
に
押
し
の
け
る
形
で
、
事
業
者
と
最
終
消
費
者
の
、
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の

取
引
を
統
括
的
に
形
成
し
て
し
ま
う

（
4
）

。」

立
法
者
は
こ
の
批
判
を
受
け
容
れ
、
ド
イ
ツ
で
一
九
七
七
年
に
施
行
さ
れ
た
普
通
取
引
約
款
法
（A

G
B
-G

esetz （
5
）

）
は
消
費
者
の
み
を
保

護
す
る
と
い
う
形
を
取
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
基
本
的
方
向
性
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
は
現
在
も
、
不
相
当
な
約
款
に
よ
っ
て
不
利
益

を
被
る
全
て
の
者
を
保
護
し
て
い
ま
す
。

欧
州
経
済
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
発
展
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
努
力
は
一
九
九
三
年
に
、
事
業
者
と
の
契

約
に
お
け
る
濫
用
条
項
か
ら
消
費
者
の
み
を
保
護
す
る
と
い
う
内
容
の
指
令
（R

ichtlinie

）
と
な
っ
て
姿
を
現
し
ま
し
た

（
6
）

。
オ
ー
ス
ト
リ

ア
は
い
わ
ば
中
間
的
な
道
を
歩
み
ま
し
た
。
許
容
さ
れ
な
い
規
定
に
つ
い
て
の
広
範
な
カ
タ
ロ
グ
を
含
む
消
費
者
保
護
法

（K
onsum

entenschutzgesetz

│K
S
chG

）
が
一
九
七
九
年
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
著
し
く
不
利
益
を
与
え
る
約
款
は
無
効

で
あ
る
と
規
定
す
る
第
八
七
九
条
第
三
項
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
（A

B
G
B

）
に
新
た
に
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

一
三
二



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
八
九
）

2　

現
行
法
規
範
の
概
観

ａ
欧
州
経
済
共
同
体
閣
僚
理
事
会
指
令
九
三
／
一
三
（
条
項
指
令
│K

lauselrichtlinie （7
））

一
九
九
三
年
に
公
布
さ
れ
た
当
時
の

（
8
）

欧
州
経
済
共
同
体
の
条
項
指
令
第
六
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
加
盟
国
は
、
事
業
者

（
9
）

と
消
費
者
間
の

契
約
に
お
け
る
濫
用
条
項
は
消
費
者
に
と
っ
て
拘
束
力
が
な
い
と
い
う
規
定
を
設
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
他
の
点
で
は
、
濫
用

条
項
を
取
り
除
い
て
も
契
約
が
存
続
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
契
約
は
、
両
当
事
者
に
対
し
て
、
契
約
自
体
を
根
拠
と
し
て
、
拘
束
力
を
保

た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
品
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
資
本
を
自
由
に
、
即
ち
一
切
の
制
限
な
く
、
交
流
す
る

こ
と
の
で
き
る
欧
州
単
一
市
場
を
実
現
す
る
こ
と
が
追
及
さ
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
規
範
立
法
者
の
観
点
で
は
、
そ
の
よ
う
な
単
一

市
場
は
、
他
の
加
盟
国
で
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
消
費
者
が
あ
る
程
度
の
保
護
レ
ベ
ル
を
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す

（
10
）

。
そ
の

よ
う
な
保
護
な
く
し
て
は
、
消
費
者
は
即
ち
他
の
加
盟
国
で
物
品
を
購
入
し
た
り
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
こ
と
が

あ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
指
令
に
よ
り
、
欧
州
経
済
共
同
体
の
加
盟
国
は
、
そ
の
よ
う
な
法
律
が
ま
だ
国
内
で
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
一
九
九
四
年

末
ま
で
に
相
応
な
法
律
を
制
定
す
る
義
務
が
あ
り
ま
し
た
（
条
項
指
令
第
一
〇
条
参
照
）。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
指
令
と
い

う
も
の
は
、
規
則
（V
erordnungen

）
と
異
な
り
（
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
作
業
方
法
に
関
す
る
条
約
＝A

E
U
V

＝
第
二
八
八
条
第
二
項
参
照
）、
加
盟
国

の
国
内
私
法
に
お
い
て
、
直
接
効
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
内
法
化
が
必
要
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
（
加
盟
国
はA

E
U
V

第
二
八
八
条
第
三
項
及
び
第
四
条
第
三
項
に
含
ま
れ
る
連
合
に
対
す
る
忠
誠
の
要
請
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
に
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
）。

契
約
条
項
は
、
こ
の
指
令
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
し
て
、
当
該
契
約
の
下
で
生
じ
る
当
事
者
の
権
利
及
び
義
務
の

一
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
〇
）

重
大
な
不
均
衡
に
よ
っ
て
消
費
者
に
損
害
を
も
た
ら
す
場
合
に
、
濫
用
的
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
第
三
条
第
一
項
）。
こ
の
一
般
条
項
を
具
体

化
す
る
た
め
に
、
指
令
は
付
則
を
設
け
て
、
そ
こ
に
条
項
の
規
範
を
例
示
的
に
挙
げ
て
い
ま
す

（
11
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
例
え
ば
消
費
者
が
死

亡
し
た
と
き
、
も
し
く
は
身
体
的
な
侵
害
を
受
け
た
と
き
に
、
事
業
者
の
法
的
責
任
が
排
除
も
し
く
は
制
限
さ
れ
る
場
合
は
、
信
義
則
の

違
反
だ
と
見
な
さ
れ
得
ま
す
。
さ
ら
に
、
契
約
に
書
か
れ
た
適
切
な
理
由
な
く
し
て
、
事
業
者
に
、
契
約
条
項
を
一
方
的
に
変
更
す
る
権

利
を
与
え
る
条
項
も
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す

（
12
）

。
こ
れ
は
、
お
お
む
ね
消
費
者
に
特
に
不
利
に
な
る
条
項
で
、
広
く
使
わ
れ
て
い
る

も
の
で
す
。

指
令
は
当
初
は
、
個
々
的
に
交
渉
し
て
決
め
ら
れ
た
規
定
に
も
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
し
た
。
し
か
し
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
は
適
用
範
囲

か
ら
除
外
さ
れ
ま
し
た
（
指
令
第
三
条
第
一
項
及
び
第
一
三
検
討
理
由
参
照

（
13
）

）。
と
い
え
ど
も
、
指
令
は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
普
通
取
引
約
款

の
存
在
と
は
連
結
さ
せ
て
い
ま
せ
ん
。「
条
項
」
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
消
費
者
は
、
事
業
者
が
普
通
取
引
約
款

を
使
用
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
指
令
は
、
事
業
者
が
条
項
を
多
数
の
契
約
に
用
い
る
意
図
が
あ
る

こ
と
、
及
び
、
事
業
者
が
条
項
を
ド
イ
ツ
法
の
意
味
合
い
に
お
い
て
「
設
定
」
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
要
求
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
指
令
に
よ
っ
て
規
制
の
対
象
と
な
る
契
約
条
件
は
、
少
な
く
と
も
予
め
定
型
化
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
議
論
が
あ
り
ま
す
。
欧
州
司
法
裁
判
所
も
こ
の
問
題
を
ま
だ
取
り
扱
っ
て
い
ま
せ
ん

（
14
）

。
そ
れ
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
消
費

者
は
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

多
大
な
実
務
的
な
重
要
性
を
持
つ
規
定
と
し
て
、
透
明
性
の
要
請
（T

ransparenzgebot

）
が
あ
り
ま
す
。
指
令
に
よ
る
と
（
第
五
条
第

一
文
）、
書
面
に
記
載
さ
れ
た
条
項
は
、
全
て
常
に
明
確
で
平
易
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
濫
用
規
制
が
適
用
さ
れ

な
い
、
契
約
の
主
た
る
部
分
を
定
め
る
条
項
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
で
す
（
第
四
条
第
二
項
参
照
）。
と
り
わ
け
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
つ

一
三
四



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
一
）

い
最
近
こ
の
透
明
性
の
要
請
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ガ
ス
供
給
契
約
で
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
条
項
に
つ
い
て
、
あ
る
結
論
を
導
き

出
し
ま
し
た
。
こ
の
条
項
は
、
供
給
者
に
ガ
ス
の
価
格
を
一
方
的
に
変
更
さ
せ
る
権
利
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
す
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所

（
15
）

は
、
透
明
性
の
要
請
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
条
項
が
濫
用
的
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
以
下
の
基
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

と
を
結
論
付
け
ま
し
た
。
即
ち
、
対
価
が
変
更
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
動
因
と
様
式
に
つ
い
て
、
契
約
に
透
明
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
つ

ま
り
消
費
者
が
そ
の
対
価
の
変
更
を
、
明
確
で
分
か
り
や
す
い
判
断
基
準
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
基
準
に

な
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
（B

G
H

）
は
こ
の
基
準
に
依
拠
し
て
、
該
当
す
る
条
項
は
不
透
明
な
の
で
無
効
だ
と
判
示
し
ま
し
た

（
16
）

。

ｂ
ド
イ
ツ
民
法
典
（BGB

）
第
三
〇
五
条
な
い
し
第
三
一
〇
条

ド
イ
ツ
法
は
、
指
令
と
は
異
な
り
、
条
項
規
制
を
普
通
取
引
約
款
の
概
念
と
結
び
付
け
て
い
ま
す

（
17
）

。
普
通
取
引
約
款
と
は
、
契
約
当
事

者
の
一
方
（
使
用
者
）
が
契
約
の
締
結
に
際
し
て
相
手
方
に
対
し
て
設
定
す
る
、
多
数
の
契
約
に
用
い
る
た
め
に
予
め
定
型
化
さ
れ
た
あ

ら
ゆ
る
契
約
条
件
を
い
い
ま
す

（
18
）

。
こ
の
定
義
に
お
い
て
、
悩
ま
し
い
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
多
数
と
い
う
も
の
の
判
断
基
準

（
19
）

及
び
契
約
条
件

の
設
定

（
20
）

で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
け
る
国
内
法
化
の
要
請
（
上
記
2
．
ａ
参
照
）
に
従
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
消
費
者
契
約

（
21
）

の
規
制
を
普
通
取
引
約
款
と
い

う
要
件
要
素
か
ら
切
り
離
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
事
業
者
は
通
常
、
契
約
規
定
を
普
通
取
引
約
款
と
い
う
形
で
設
定
し
ま
す

が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
消
費
者
が
、
普
通
取
引
約
款
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ド
イ
ツ
法
は
、
消
費
者
保
護
の
不
備
を
避
け
る
た
め
に
、
契
約
内
容
の
審
査
に
関
す
る
規
則
（
内
容
規
制
│
第
三
〇
七
条
な
い
し
第
三
〇
九
条

参
照
）
は
、
予
め
定
型
化
さ
れ
た
契
約
条
件
が
一
回
限
り
の
使
用
を
予
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
、

一
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
二
）

一
九
九
六
年
か
ら
定
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
契
約
条
件
が
予
め
定
型
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
が
そ
の
契
約
条

件
の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
限
り
ま
す
（
民
法
典
第
三
一
〇
条
第
三
項
第
二
号
参
照
）。

こ
の
ド
イ
ツ
法
の
規
定
は
、
今
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
普
通
取
引
約
款
が
使
用
さ
れ
な
い
場
合
で
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
お
お
む
ね
「
普
通
取
引
約
款
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
強
化
さ
れ
た
内
容
規
制
で
す
。
そ
の

基
本
法
規
は
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
一
項
第
一
文
（
以
前
の
普
通
取
引
約
款
法
第
九
条
第
一
項
）
で
す
。
こ
の
（
大
き
な
）
一
般
条
項
に
よ
る

と
、
普
通
取
引
約
款
に
含
ま
れ
る
規
定
は
、
当
該
規
定
が
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
し
て
約
款
使
用
者
の
契
約
相
手
方
を
不
相
当
に
不
利
益

に
取
り
扱
う
と
き
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
。

「
不
相
当
に
不
利
益
に
取
り
扱
う
」
と
い
う
不
確
定
な
概
念
は
、
さ
ら
な
る
二
つ
の
（
小
さ
な
）
一
般
条
項
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い

ま
す
。
不
相
当
な
の
は
、
第
一
に
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
法
律
の
規
定
を
回
避
し
、
そ
の
法
律
の
本
質
的
基
本
思
想
と
相
容
れ
な
い
契
約

条
件
で
す
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
二
項
第
一
号
）。
立
法
者
は
つ
ま
り
規
制
尺
度
と
し
て
、
任
意
成
文
法
（dispositives G

esetzesrecht

）
に

立
ち
返
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
適
切
な
利
益
調
整
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
本
質
的
基
本
思
想
」
か
ら
逸
脱
す
る

場
合
に
限
り
、
疑
わ
し
い
場
合
は
、
契
約
条
件
の
無
効
が
導
き
出
さ
れ
ま
す
。
ど
の
法
律
規
定
が
そ
の
よ
う
な
基
本
思
想
を
含
ん
で
い
る

の
か
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
容
易
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

（
22
）

。

次
に
、
法
律
は
、
契
約
の
性
質
か
ら
生
じ
る
本
質
的
な
権
利
又
は
義
務
を
著
し
く
制
限
し
、
契
約
目
的
の
達
成
を
危
殆
な
ら
し
め
る
規

定
は
、
疑
わ
し
き
は
、
不
相
当
で
、
つ
ま
り
無
効
で
あ
る
と
定
め
て
い
ま
す
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
二
項
第
二
号
）。
こ
の
法
規
の
本
来
の

意
義
は
、
本
質
的
な
権
利
及
び
義
務
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
あ
り
ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
即
ち
、
原
則
と
し
て
前
に
述

べ
た
ケ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
二
項
第
一
号
）
が
適
用
さ
れ
ま
す

（
23
）

。

一
三
六



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
三
）

立
法
者
の
見
地
か
ら
、
何
が
不
相
当
で
、
つ
ま
り
無
効
で
あ
る
か
は
、
二
つ
の
詳
細
な
カ
タ
ロ
グ
に
さ
ら
に
具
体
化
さ
れ
て
い
ま
す

（
民
法
典
第
三
〇
八
条
、
第
三
〇
九
条
）。
こ
こ
で
立
法
者
は
、
実
務
で
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
、
契
約
相
手
方
に
著
し
く
不
利
益
を
与
え

る
規
定
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
常
に
無
効
と
な
る
条
項
と
、
裁
判
官
の
査
定
的
量
定
に
よ
っ
て
無
効
と
判
断
さ
れ
る
条
項
と

区
別
さ
れ
ま
す
。
最
初
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
契
約
相
手
方
の
生
命
、
身
体
及
び
健
康
の
侵
害
か
ら
生
じ
る
損
害
に
対
す
る
約
款
使
用
者

の
責
任
を
排
除
し
若
し
く
は
制
限
す
る
条
項
が
含
ま
れ
ま
す
（
民
法
典
第
三
〇
九
条
第
七
ａ
号
）。
二
つ
目
の
部
類
に
は
、
約
款
使
用
者
が
、

合
意
さ
れ
た
給
付
を
変
更
し
又
は
こ
れ
と
異
な
る
給
付
を
す
る
権
利
の
合
意
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
条
項
は
、
約
款
使
用

者
の
利
益
を
考
慮
し
た
変
更
又
は
逸
脱
が
契
約
相
手
方
に
と
っ
て
期
待
可
能
で
あ
る
場
合
は
有
効
で
あ
り
得
る
か
ら
で
す
（
民
法
典
第

三
〇
八
条
第
四
号
）。
指
令
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
法
の
カ
タ
ロ
グ
は
単
な
る
指
摘

（
24
）

、
な
い
し
は
条
項
が
無
効
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
を
含
ん

で
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
、（
民
法
典
第
三
〇
八
条
に
関
し
て
は
先
ほ
ど
述
べ
た
価
値
留
保
を
前
提
と
し
て
）

当
然
に
無
効
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

最
後
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
指
令
の
国
内
法
化
の
際
に
透
明
性
の
要
請
を
明
記
し
ま
し
た
が
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
一
項
第
二
文
）、

こ
れ
に
よ
る
と
、
契
約
規
定
が
、
明
確
か
つ
平
易
に
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
不
相
当
で
不
利
益
な
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

ｃ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
消
費
者
保
護
法
第
六
条
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
第
八
七
九
条
第
三
項

先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
（
上
記
Ⅱ
．
1
．
ｂ
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
二
重
路
線
的
解
決
（zw

eigleisige L
ösung

）
を
創
設
し
ま
し
た
。

一
方
で
、
消
費
者
保
護
法
（K

S
chG

）
に
よ
る
内
容
規
制
に
お
い
て
消
費
者
が
保
護
さ
れ
、
も
う
一
方
で
一
般
民
法
典
（A

B
G
B

）
は
、
全
て

の
人
を
、
即
ち
事
業
者
も
、
不
利
益
な
普
通
取
引
約
款
か
ら
保
護
し
て
い
ま
す
。
以
上
述
べ
た
こ
と
を
背
景
に
、
以
下
の
こ
と
を
強
調
し

一
三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
四
）

た
い
と
思
い
ま
す
。

消
費
者
保
護
法
第
六
条
は
一
般
条
項
を
定
め
て
い
ま
せ
ん
。
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
、
消
費
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
た
な
い

契
約
規
定
を
詳
細
に
明
示
し
て
い
ま
す
（
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
参
照
）。
こ
こ
で
規
制
に
か
か
る
規
定
事
項
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第

三
〇
八
条
及
び
第
三
〇
九
条
に
近
似
し
て
い
ま
す
（
例
え
ば
、
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
は
、
事
業
者
の
人
的
損
害
の
賠
償
義
務
を

排
除
若
し
く
は
制
限
す
る
条
項
を
明
記
し
て
い
ま
す

（
25
）

）。
し
か
し
な
が
ら
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
で
の
契
約
規
定
が
、

個
別
に
取
り
決
め
ら
れ
た
場
合
で
も
、
内
容
規
制
は
行
わ
れ
ま
す
（
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
一
項

（
26
）

）。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
に
お
け
る
消
費
者
保
護
は
、
条
項
指
令
第
三
条
を
超
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
結
果
は
指
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
（
条
項
指
令
第
八
条
）。
し
か
し
、
国
内
に
お
け
る
透
明
性
要
請
の
規
定
は
、
指
令
と
は
異
な
り
、
普
通
取
引
約
款
の
み
に
適
用

さ
れ
る
の
で
（
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
三
項
参
照
）、
こ
の
点
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
的
な
適
合
性
が
疑
わ
れ
ま
す

（
27
）

。

消
費
者
契
約
で
あ
る
か
ど
う
か
に
拘
ら
ず
、
一
般
民
法
典
第
八
七
九
条
第
三
項
の
一
般
条
項
に
よ
る
と
、
普
通
取
引
約
款

（
28
）

に
お
け
る
契

約
規
定
は
、
全
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
一
方
当
事
者
に
著
し
い
不
利
益
を
も
た
ら
す
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
基
本
的
に
無
効
と
な
り
ま

す
。
い
つ
そ
の
よ
う
な
不
利
益
が
認
め
ら
れ
る
の
か
は
、
法
律
に
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
任
意
成
文

法
か
ら
の
回
避
は
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
つ
ま
り
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
二
項
と
軌
を
一
に
し
ま
す

（
29
）

。
ド
イ
ツ
法
と
は

異
な
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
は
、
何
が
普
通
取
引
約
款
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
定
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
今
日
に
お
い

て
も
、
約
款
の
概
念
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
不
確
実
さ
が
残
り
ま
す

（
30
）

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所

（
Ｏ
Ｇ
Ｈ
）
も
含
め
、
通
説
は
ド
イ
ツ
法
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
ま
す

（
31
）

。

一
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ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
五
）

Ⅲ　

法
律
上
の
法
律
効
果
指
定
の
射
程
問
題

1　

問
題
状
況
の
意
義

概
観
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
（
上
記
Ⅱ
．
2
参
照
）、
法
律
効
果
の
面
で
以
下
の
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
契
約
相

手
方
を
不
相
当
に
不
利
益
に
取
り
扱
う
約
款
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
な
い
し
第
三
〇
九
条
）。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
は
、

著
し
い
不
利
益
を
基
準
と
し
、
法
律
効
果
と
し
て
条
項
は
無
効
で
あ
る
と
定
め
て
い
ま
す
（
一
般
民
法
典
第
八
七
九
条
第
三
項
）。
こ
の
点
、

非
常
に
ド
イ
ツ
法
と
似
て
い
ま
す
。
他
方
で
条
項
指
令
は
、
濫
用
条
項
は
「
消
費
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
た
な
い
」
と
規
定
し
て
い
ま

す
（
条
項
指
令
第
六
条
第
一
項
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
一
項
の
文
言
も
非
常
に
相
似
し
て
い
ま
す
）。
こ
の
表
現
は
、
加
盟
国
の

国
内
法
秩
序
を
考
慮
し
た
上
で
、
妥
協
的
に
選
ば
れ
た
も
の
で
す

（
32
）

。
私
法
的
ド
グ
マ
上
、
こ
の
法
律
効
果
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
は
、
簡

単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
欧
州
司
法
裁
判
所

（
33
）

は
、
条
項
が
拘
束
力
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
消
費
者
が
自
ら
の
権
利
を
知
り
、
そ
れ
を

援
用
す
る
か
ど
う
か
に
影
響
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
裁
判
所
は
職
権
に
よ
り
そ
れ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
よ
る
無
効
と
同
じ
こ
と
で
す

（
34
）

。
他
方
に
お
い
て
、
約
款
使
用
者
が
、
自
分
の
有
利
に
な
る
よ
う
に
条
項

の
無
効
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
指
令
の
文
言
は
よ
り
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
も
内
容
的
に

は
ド
イ
ツ
法
と
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

（
35
）

、
実
体
法
上
は
、
こ
の
点
も
同
様
で
、
相
違
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
条
項
が
無
効
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
拘
束
力
を
持
た
な
い
と

い
う
こ
と
の
射
程
範
囲
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
り
、
そ
れ
を
明
瞭
に
す
る
必
要
性
が
伺
わ
れ
ま
す
。
こ
の
問
題
は
、
判
例
の
事
例
を
手
が

か
り
に
明
白
に
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

一
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
六
）

・
ス
ペ
イ
ン
の
あ
る
銀
行
の
普
通
取
引
約
款
は
、
貸
付
金
の
返
金
が
遅
滞
し
た
場
合
、
年
間
二
九
％
の
金
利
を
定
め
て
い
ま
し
た
（
実

質
金
利
は
九
％
未
満
で
し
た
）。

・
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
賃
貸
人
の
普
通
取
引
約
款
に
よ
る
と
、
賃
借
人
が
賃
借
料
の
支
払
い
期
日
を
守
ら
な
か
っ
た
場
合
に
、
月
一
％
及

び
毎
日
二
五
ユ
ー
ロ
の
違
約
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ド
イ
ツ
で
は
、
賃
貸
人
の
多
く
は
、
住
居
を
賃
貸
す
る
際
に
賃
借
人
に
、
そ
の
よ
う
な
義
務
は
任
意
成
文
法
に

は
見
受
け
ら
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
修
復
す
る
義
務
を
課
そ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
条
項
は
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
ま
す
│
住
居
は
契
約
の
終
了
時
に
修
復
を
し
た
状
態
で
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
て
の
事
例
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
内
容
規
制
の
規
定
の
意
味
に
お
い
て
、
各
条
項
が
不
利
益
を
与
え
る
も
の
だ

と
判
断
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
法
的
な
見
解
が
ど
の
よ
う
に
理
由
付
け
ら
れ
た
の
か
は
問
題
に
し
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
の
は
、
各
契
約
規
定
が
部
分
的
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
完
全
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
後
者
が
当
て
は
ま
る
場
合
は
、
契
約
上
の
取
り
決
め
が
な
く
な
る
た
め
、
消
費
貸
借
の
借
主
及
び
使
用

賃
借
人
の
義
務
は
、
法
律
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
初
の
二
つ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
条
項
の
部
分
的
維
持
は
、
金
利
も
し
く
は
違
約
金
を
減
額
す
る
こ
と
と
同
じ
意
味
を
持
ち
ま
す
。

第
三
の
例
に
お
い
て
は
、
使
用
賃
借
人
の
不
利
益
と
は
、
例
外
な
く
、
つ
ま
り
契
約
開
始
時
の
住
居
の
状
態
及
び
契
約
の
存
続
期
間
に
関

係
な
く
、
修
復
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
あ
り
ま
す

（
36
）

。
こ
こ
で
は
部
分
的
維
持
と
は
、
例
え
ば
、
賃
借
人
に
、
入
居
時
に
修
復
さ
れ
た
住

居
が
引
き
渡
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
返
却
す
る
時
点
で
更
な
る
修
復
が
必
要
な
状
態
に
あ
る
と
き
に
限
り
、
賃
借
人
は
修
復
義
務
を
負
う
、

一
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ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
七
）

と
い
う
形
で
可
能
で
す
。
他
方
に
お
い
て
、
も
し
条
項
が
部
分
的
に
維
持
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
銀
行
の
顧
客
、
ま
た
は
賃
借
人
は
、

法
律
で
定
め
る
遅
延
利
息
の
み
を
払
う
義
務
を
有
し
、
違
約
金
を
支
払
っ
た
り
住
居
を
修
復
を
し
た
り
す
る
義
務
は
負
わ
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。

2　

各
法
秩
序
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
法
的
解
決
に
つ
い
て
の
概
観

各
法
規
立
法
者
は
、
部
分
的
に
法
律
に
違
反
し
た
契
約
条
項
の
問
題
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
適
用
範
囲
全
体
に
つ
い
て
の
認
識

は
し
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う

（
37
）

。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
一
方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
を
禁
止
す
る
見
解
│
こ
れ
は
ド
イ

ツ
で
は
通
説
な
の
で
す
が

（
38
）

│
、
他
方
で
は
、
条
項
は
そ
の
全
部
が
効
力
を
失
う
の
で
は
な
く
、
法
的
に
許
さ
れ
る
範
囲
ま
で
そ
の
内
容
を

（
効
力
を
維
持
し
な
が
ら
）
縮
小
解
釈
す
る
と
い
う
見
解
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
り
ま
す
。
後
者
の
見
解
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い

て
、
消
費
者
保
護
法
を
除
く
範
囲
で
、
通
説
と
な
っ
て
い
ま
す

（
39
）

。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
通
説
と
な
っ
て
い

る
見
解
は
全
く
正
反
対
な
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
消
費
者
契
約
に
関
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
、
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
を
禁
止

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
概
ね
透
明
性
の
要
請
（
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
三
項
）
を
も
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
ま
す

（
40
）

。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
で
見
解
が
異
な
る
た
め
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
、
条
項
指
令
の
解
釈
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場
を
表
明

す
る
の
か
、
今
や
遅
し
と
待
ち
受
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
極
く
、
最
近
、
縮
小
解
釈
禁
止
の
立
場
を
取
り
、
そ
の

理
由
を
│
こ
れ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
議
論
を
背
景
に
強
調
す
べ
き
こ
と
な
の
で
す
が
│
透
明
性
の
要
請
に
求
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
欧
州

司
法
裁
判
所
は
そ
の
法
的
見
解
の
起
点
と
し
て
以
下
の
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。
即
ち
、
加
盟
国
は
条
項
指
令

（
41
）

に
基
づ
き
、
濫
用
条
項
の

使
用
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
に
、
相
当
か
つ
有
効
な
手
段
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
も
し
裁
判
所
の
裁
量
で
、
濫
用
条
項
の

一
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
八
）

内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
目
的
の
達
成
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、
も
し
そ

う
で
あ
れ
ば
、
約
款
使
用
者
に
と
っ
て
、
濫
用
条
項
が
全
く
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
威
嚇
的
効
果
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
す
。
他
方
で
は
、
条
項
の
部
分
的
維
持
が
許
さ
れ
る
場
合
は
、
事
業
者
は
該
当
す
る
条
項
を
使
用
し
た
が
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
条

項
が
無
効
だ
と
判
断
さ
れ
た
場
合
で
も
、
事
業
者
は
、
裁
判
所
に
よ
る
効
力
維
持
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
と
っ
て
有
利
な
条
項
が
維
持
で
き

る
こ
と
を
期
待
で
き
る
か
ら
で
す

（
42
）

。

こ
れ
を
も
っ
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
完
全
に
予
防
目
的
に
照
準
を
合
わ
せ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
判
決

（
43
）

が
出
さ
れ
た
裁
判
は
い
わ

ゆ
る
個
別
訴
訟
、
つ
ま
り
契
約
当
事
者
間
の
争
い
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
す
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
威
嚇
／
予
防
の
観
念
を
、
団

体
訴
訟
（V

erbandsklage

）
の
制
度
│
こ
れ
は
条
項
指
令
で
も
、
濫
用
条
項
を
防
止
す
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
が
│
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
個
別
訴
訟
に
お
け
る
法
の
適
用
の
際
に
こ
そ
、
そ
れ
を
要
求
す
る
の
で
す
。
効
力
維
持
的
縮
小

解
釈
の
禁
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
観
点
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が

（
44
）

、
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
も
、
禁
止
を
決
定
的
に
正
当
化
す
る
観

点
は
こ
の
予
防
目
的
で
あ
る
と
私
は
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
（
Ⅲ
．
1
）
事
例
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
消
費
者
行
為
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
場
合
は
、
濫
用
条
項
は
基
本
的
に
そ
の
全
部
が
な
く
な
り
ま
す
。
約
款
使
用
者
は
、
法
定
利
息
を
超
え
る
額
の
遅
延
利
息
を
請
求
す

る
こ
と
も
、
違
約
金
を
請
求
す
る
こ
と
も
、
住
居
を
修
復
し
た
状
態
で
返
却
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
後
者
は
、
契
約

に
適
し
た
使
用
に
よ
り
住
居
が
修
復
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
で
す
。
と
い
う
の
は
、（
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
）
任
意
成
文
法
に
よ
る
と
、
通
常
の
使
用
に
よ
る
消
耗
は
賃
借
料
の
支
払
い
で
賄
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
銀
行
は
消
費
貸
借
の
借
主
が
消
費
者
で
な
い
場
合
に
限
り
、
高
額
す
ぎ
る
遅
延
利
息

一
四
二



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
九
）

が
容
認
で
き
る
程
度
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
事
業
者
の
賃
借
の
場
合
に
も
準
用
さ
れ
ま
す

（
45
）

。

3　

縮
小
解
釈
禁
止
の
限
界

効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
の
禁
止
の
限
界
（
限
度
）
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
示
唆
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

若
干
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
46
）

。
欧
州
司
法
裁
判
所
で
も
、
こ
れ
ま
で
は
少
数
の
事
例
し
か
そ
の
判
断
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
遅
か
れ
早
か
れ
そ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
例
外
は
、
部
分
的
に
物
事
の

本
性
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

縮
小
解
釈
の
禁
止
は
、
例
え
ば
、
条
項
の
部
分
的
維
持
が
契
約
の
相
手
方
の
有
利
に
な
る
と
き
に
は
、
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の

は
、
保
護
さ
れ
る
者
の
負
担
で
予
防
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
説
得
力
が
欠
け
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
な
る
限
界
は
、
契
約
条
項
を
ど
う
理
解

す
る
か
を
確
定
す
る
必
要
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
ま
す
。
価
値
判
断
的
に
物
事
を
考
え
る
法
律
家
に
と
っ
て
は
、
条
項
が
外
見
上
ど
う
形
成

さ
れ
て
い
る
か
、
例
え
ば
あ
る
規
定
が
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
文
章
を
形
成
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
ひ
と
つ
の
段
落
を
形
成
し
て
い
る
か
、

の
み
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
受
け
容
れ
難
い
こ
と
で
す
。
連
邦
裁
判
所
は
、
確
立
し
た
判
例
で
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
ま
す
。
言
語
的
、
内
容
的
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
条
項
は
、
規
定
の
無
効
で
あ
る
部
分
の
み
を
単
純
に
削
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
分
離
で
き
る
場
合
、
残
り
の
部
分
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ー
ペ
ン
シ
ル
テ
ス
ト

（
47
）

）。
縮
小
解
釈
の
禁
止

は
、
条
項
を
許
容
で
き
る
規
定
部
分
と
許
容
で
き
な
い
規
定
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
許
容
で
き
る
部
分
が
そ
れ
自
体
で
意
味
を
な

す
場
合
は
、
適
用
さ
れ
な
い
、
と
。

連
邦
裁
判
所
は
、
こ
の
条
項
の
部
分
削
除
の
際
に
常
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

（
48
）

、
分
離
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
条
項
に
お

一
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
〇
）

い
て
も
さ
え
も
、
補
充
的
な
契
約
解
釈
（ergänzende V

ertragsauslegung

）
に
よ
っ
て
約
款
使
用
者
に
対
す
る
過
酷
さ
を
軽
減
す
る
用
意

が
あ
り
ま
す

（
49
）

。
こ
れ
は
つ
ま
り
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
者
か
ら
は
、
禁
止
の
ド
グ
マ
が

到
底
支
持
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
も
は
や
放
棄
す
べ
き
こ
と
の
例
証
と
し
て
見
ら
れ
て
い
ま
す

（
50
）

。
し
か
し
、
私
の
見
解
か
ら
す
る
と
、

こ
の
要
求
は
行
き
過
ぎ
て
い
ま
す
。
個
別
訴
訟
を
通
じ
て
も
予
防
を
促
進
す
る
と
い
う
懇
望
は
正
当
な
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
数

十
年
の
経
験
が
物
語
る
よ
う
に
、
団
体
訴
訟
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
全
面
的
に
投
入
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

す
。
消
費
者
保
護
組
織
は
人
事
的
、
財
政
的
な
リ
ソ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
お
り
、
市
場
全
体
に
目
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
小
さ
い
企
業
は
通
常
、
約
款
を
問
題
に
訴
え
を
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
小
企
業
に
対
し
て
は
、
そ
の
契

約
条
件
が
一
方
的
す
ぎ
る
場
合
、
具
体
的
な
契
約
関
係
に
お
い
て
不
利
益
を
脅
か
す
方
が
効
果
的
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
学
の

課
題
は
、
縮
小
解
釈
禁
止
の
限
界
に
つ
い
て
で
き
る
限
り
整
合
的
な
シ
ス
テ
ム
を
創
出
し
、
そ
れ
を
立
法
者
が
必
要
に
応
じ
て
、
土
台
と

し
て
利
用
で
き
る
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
と
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。

Ⅳ　

特
に
法
政
策
的
な
価
値
を
考
慮
し
て
の
結
論

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
に
お
い
て
、
普
通
取
引
約
款
を
使
用
す
る
際
に
形
成
の
自
由
の
内

容
を
制
限
す
る
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
普
通
取
引
約
款
と
い
う
概
念
が
成
文
法
上
存
在

し
な
い
の
は
マ
イ
ナ
ス
点
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
意
味
、
法
的
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。
強
化
さ
れ
た
内
容
規
制
は
、

両
国
に
お
い
て
、
消
費
者
が
契
約
当
事
者
で
な
い
場
合
も
行
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
該
当
す
る
規
範
は
、
約
款
使
用
者
の
契
約
相
手
が
、

類
型
的
な
考
察
に
お
い
て
よ
り
弱
い
立
場
に
あ
る
か
ら
保
護
す
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
立
法
者
は
む
し
ろ
、
契
約
規
定
の
一
方
的
定
型

一
四
四



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
六
〇
一
）

化
及
び
個
別
的
取
り
決
め
の
欠
如
に
よ
っ
て
私
的
自
治
の
機
能
条
件
が
乱
さ
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。

事
業
者
が
消
費
者
に
対
し
て
契
約
規
定
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
契
約
が
個
別
に
取
り
決
め
ら
れ
た
場

合
で
も
強
化
さ
れ
た
内
容
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
（
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
一
項
）。
そ
の
背
景
に
は
、
条
項
が
個
別
に
取
り
決
め
ら
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
、
当
事
者
間
の
不
均
衡
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
法
政
策
的
な
価
値
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
他
方
に
お
い

て
、
条
項
指
令
は
個
別
的
取
り
決
め
を
適
用
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
ま
す
（
第
三
条
第
一
項

（
51
）

）。

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
指
令
の
国
内
法
化
に
お
い
て
、
消
費
者
契
約
の
内
容
規
制
は
、
契
約
規
定
が
予
め
定

型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
消
費
者
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

条
件
が
当
て
は
ま
る
場
合
、
約
款
使
用
者
が
そ
の
条
項
を
多
数
の
契
約
に
使
用
す
る
意
図
が
な
い
場
合
も
規
制
は
行
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り

規
制
の
対
象
は
普
通
取
引
約
款
に
制
限
さ
れ
な
い
の
で
す
（
民
法
典
第
三
一
〇
条
第
三
項
第
二
号
）。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
立
法
者

の
介
入
は
、
あ
る
特
定
の
人
々
の
典
型
的
な
劣
勢
か
ら
導
か
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
の
当
事
者
が
条
項
を
予
め
定
型
化
す
る
こ

と
、
及
び
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
方
の
当
事
者
が
契
約
形
成
の
際
に
全
く
影
響
を
及
ぼ
せ
な
い
こ
と
が
、
私
的
自
治
の
機
能
条
件
を
妨
害

し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
規
制
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
す
。

重
大
な
実
務
上
の
意
味
を
持
つ
の
は
、
法
律
上
の
効
果
の
評
価
で
す
。
予
防
の
観
点
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
消
費
者
法
の
範

囲
の
外
で
有
力
で
あ
る
見
解
、
即
ち
条
項
の
規
定
内
容
は
法
律
上
許
容
さ
れ
る
範
囲
ま
で
縮
小
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
と

対
立
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
立
法
者
は
、
こ
の
複
雑
な
問
題
を
包
括
的
に
規
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
個
別
訴
訟
に
お
い
て

も
予
防
と
い
う
考
え
方
に
意
味
を
持
た
せ
、
か
つ
特
に
法
律
上
の
効
果
の
評
価
を
通
じ
て
、
相
当
に
し
て
透
明
な
契
約
形
成
へ
と
導
き
た

い
の
か
否
か
を
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

一
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
二
）

あ
と
が
き

本
稿
は
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
大
学
教
授
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ホ
イ
プ
ラ
イ
ン
博
士
が
日
本
大
学
法
学
部
の
招
へ
い
を
受
け
て
、
平
成
二
五
年

一
二
月
一
八
日
に
行
っ
た
特
別
講
義
の
翻
訳
で
あ
る
。
翻
訳
は
永
田
洋
平
が
行
い
、
そ
の
監
修
の
任
に
永
田
誠
が
当
た
っ
た
。

翻
訳
に
当
た
っ
て
は
、
本
稿
が
講
義
の
形
で
行
わ
れ
た
た
め
、
本
文
は
口
語
体
に
し
て
お
い
た
。

な
お
、
ド
イ
ツ
語
の
原
稿
は
日
本
大
学
法
学
部
比
較
法
研
究
所
のC

om
parative L

aw
 V

ol. 31

に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
六
年
一
月
一
八
日

（
1
） 

こ
れ
は
当
時
の
欧
州
経
済
共
同
体
（E

uropäische W
irtschaftsgem

einschaft

│E
W

G

）
の
機
関
を
指
す
。
一
九
七
六
年
に
欧
州
経
済
共
同

体
閣
僚
理
事
会
の
閣
議
で
可
決
さ
れ
た
決
議
は
、
加
盟
国
に
、
不
当
な
取
引
約
款
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
の
有
効
な
処
置
を
取
る
こ
と
を
推

奨
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、K
apnopoulou, E

lissavet, D
as R

echt der m
issbräuchlichen K

lauseln in der E
uropäischen U

nion, 1997, 

S
. 53

（
決
議
は
、
二
七
四
頁
以
下
に
掲
載
）。

（
2
） M

iethaner, T
obias, A

G
B
-K

ontrolle versus Individualvereinbarung, 2010, S
. 63 ff .

は
、
具
象
的
に
、
契
約
相
手
方
の
「
正
当
な
無

知
」（„legitim

e Ignoranz“

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
簡
略
し
て
言
う
と
、
と
り
わ
け
約
款
に
つ
い
て
協
議
す
る
際
に
多
大
な
取
引
コ
ス
ト
が

生
じ
る
上
、
約
款
使
用
者
は
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
理
化
の
利
益
を
失
い
か
ね
な
い
が
故
に
、
成
功
の
見
込
み
が
確
実
で
は
な
い
こ
と

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。

（
3
） V

erhandlungen des 50. D
JT

, 1974, B
and II, S

. H
 221, 225

を
参
照
。

（
4
） U

lm
er, P

eter, a.a.O
., S

. H
 40

を
参
照
。

（
5
） 

二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
よ
り
、
こ
の
法
律
に
総
合
さ
れ
て
い
た
規
定
は
と
り
わ
け
民
法
典
第
三
〇
五
条
か
ら
第
三
一
〇
条
に
取
り
込
ま
れ
た
。

一
四
六



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
六
〇
三
）

手
続
法
的
規
定
は
、
そ
れ
以
降
、
差
止
訴
訟
法
（U

K
laG

）
の
中
に
存
在
す
る
。

（
6
） 

消
費
者
契
約
に
お
け
る
濫
用
的
条
項
に
関
す
る
一
九
九
三
年
四
月
五
日
の
欧
州
経
済
共
同
体
閣
僚
理
事
会
指
令
九
三
／
一
三
（
条
項
指
令
）
│

http://eur-lex.europa.eu/L
exU

riS
erv/L

exU
riS

erv.do?uri=C
E
L
E
X
:31993L

0013:D
E
:N

O
T

を
参
照
。

（
7
） 
こ
の
指
令
の
発
足
に
関
し
て
は
、K

apnopoulou, E
lissavet, R

echt der m
issbräuchlichen K

lauseln, 1997, S
. 52 ff .; K

retschm
ar, 

C
hristian, D

ie R
ichtlinie 93/13/E

W
G
 des R

ates vom
 05.04.1993 über m

issbräuchliche K
lauseln in V

erbraucherverträgen und 

das deutsche A
G
B
-G

esetz, 1998, S
. 53 ff .; N

obis, S
teffi  , M

issbräuchliche V
ertragsklauseln in D

eutschland und F
rankreich, 

2005, S
. 91 ff .

等
に
詳
し
い
。

（
8
） 

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
（
一
九
九
二
年
）
と
リ
ス
ボ
ン
（
二
〇
〇
七
年
）
の
条
約
に
よ
り
、
欧
州
経
済
共
同
体
は
一
九
九
三
年
に
欧
州
共
同
体

（E
uropäische G

em
einschaft

│E
G

）
に
な
り
、
そ
の
後
二
〇
〇
九
年
に
欧
州
連
合
（E

uropäische U
nion

│E
U

）
に
な
っ
た
。

（
9
） 

公
式
な
ド
イ
ツ
語
訳
で
は
「
商
業
人
」（„G

ew
erbetreibender”

）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
本
質
的
に
は
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
事

業
者
（U

nternehm
er

）
の
概
念
と
同
一
で
あ
る
│
条
項
指
令
第
二
ｃ
条
及
び
ド
イ
ツ
民
法
典
一
四
条
を
参
照
。

（
10
） 

こ
れ
に
関
し
て
、
条
項
指
令
の
第
一
、
第
二
、
第
五
及
び
第
六
検
討
理
由
参
照
。
国
内
法
を
水
準
化
す
る
際
の
欧
州
経
済
共
同
体
の
権
限
際
限

（「
限
定
さ
れ
た
個
別
授
権
の
原
則
」„P

rinzip der begrenzten E
inzelerm

ächtigung“

│
概
観
は
、S

chroeder, W
erner, G

rundkurs 

E
uroparecht, 3. A

ufl . 2013, §
 7 R

n. 5 ff .
参
照
）
か
ら
、
条
項
指
令
の
規
定
必
要
性
が
導
き
出
さ
れ
た
│M

iethaner, T
obias, A

G
B
-

K
ontrolle versus Individualvereinbarung, 2010, S

. 102 ff .

参
照
。

（
11
） 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
一
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-237/02

）「F
reiburger K

om
m
unalbauten/H

ofstetter

」
参
照
│
第

三
条
第
三
項
が
指
摘
す
る
付
則
に
は
条
項
が
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
リ
ス
ト
は
無
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
得
る
条
項
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、

そ
の
条
項
全
て
を
列
挙
し
た
も
の
で
も
な
い
。
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
条
項
は
必
ず
し
も
無
効
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ

と
反
対
に
、
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
な
い
条
項
で
も
無
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
得
る
。

（
12
） 

条
項
指
令
第
三
条
第
三
項
へ
の
付
則
一
．
ａ
及
び
一
．
ｊ
参
照
。

（
13
） 

こ
の
変
更
は
一
九
九
二
年
九
月
に
、
理
事
会
の
共
同
見
解
（Z

IP
 1992, 1591 ff .

に
掲
載
）
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
個
別
的
取
り

一
四
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
四
）

決
め
の
内
容
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
の
通
説
が
消
極
的
な
見
解
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
（
こ
れ
に
関
し
て
、
脚
注（
4
）の
引
用
参

照
）、
妥
協
の
必
要
性
（
脚
注（
51
）参
照
）
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
14
） 
条
項
の
定
型
化
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
、
条
項
指
令
第
三
条
第
二
項
参
照
。
あ
る
見
解
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
個
別
の
取
り
決
め
が
な
い
場
合
は

条
項
は
定
型
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
法
的
定
義
を
含
み
、
別
の
見
解
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
定
型
化
の
単
な
る
一
つ
の
例
に
過
ぎ
な
い
│

M
iethaner, T

obias, A
G
B
-K

ontrolle versus Individualvereinbarung, 2010, S
. 106 f.

に
そ
の
旨
の
記
載
が
あ
る
。

（
15
） 

二
〇
一
三
年
三
月
二
一
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-92/11

）「R
W

E
 V

ertrieb A
G
/V

erbraucherzentrale N
ordrhein-W

estfalen e.V
.

」。

以
前
に
も
既
に
似
た
よ
う
な
判
例
が
存
在
す
る
│
二
〇
一
二
年
四
月
二
六
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-472/10

）「N
em

zeti F
ogyasztovedelm

i 

H
atosag/Invitel T

avközlesi Z
rt

」。

（
16
） 

二
〇
一
三
年
七
月
三
一
日
連
邦
裁
判
所
（V
III Z

R
 162/09

）, Z
IP

 2013, 1964

参
照
。

（
17
） 

民
法
典
第
三
〇
五
条
か
ら
第
三
一
〇
条
に
は
「
普
通
取
引
約
款
に
よ
る
法
律
行
為
上
の
債
務
関
係
の
形
成
」
と
い
う
題
目
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
18
） 

こ
の
民
法
典
第
三
〇
五
条
第
一
項
第
一
文
の
法
的
定
義
を
、
同
第
二
文
及
び
第
三
文
は
以
下
の
よ
う
に
補
っ
て
い
る
。
即
ち
、「
普
通
取
引
約

款
の
諸
規
定
が
、
外
見
上
は
契
約
書
と
は
分
離
さ
れ
て
い
る
か
又
は
契
約
書
自
体
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
、
い
か
な
る
範
囲
を
有
す
る
も
の

か
、
ど
の
よ
う
な
字
体
で
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
及
び
、
契
約
が
い
か
な
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
か
は
、
問
わ
な
い
。
契
約
条
件
が
契
約
当
事
者
間

で
個
別
に
交
渉
し
て
取
り
決
め
ら
れ
た
場
合
は
、
普
通
取
引
約
款
と
は
な
ら
な
い
。」

（
19
） 

こ
の
判
断
基
準
は
、
判
例
に
よ
る
と
、
一
般
的
に
使
用
者
が
予
め
定
型
化
さ
れ
た
条
件
を
少
な
く
と
も
三
回
使
用
す
る
意
図
が
あ
れ
ば
、
満
た

さ
れ
る
│
こ
れ
に
関
し
て
、
二
〇
〇
一
年
九
月
二
七
日
連
邦
裁
判
所
（V

II Z
R
 388/00

）, N
JW

 2002, 138

等
参
照
。
同
じ
契
約
当
事
者
に
対
し

て
、
少
な
く
と
も
三
回
使
用
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
れ
ば
足
り
る
│
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
一
日
連
邦
裁
判
所
（V

II Z
R
 31/03

）, N
JW

 2004, 1454

（
20
） B

esedow
, Jürgen, in: M

ünchener K
om

m
entar zum

 B
G
B
, 6. A

ufl age 2012, §
 305 R

n. 20 ff .; S
chlosser, P

eter, in: S
taudinger 

（2013

）, §
 305 R

n. 26 ff .

等
参
照
。

（
21
） 

こ
れ
は
、
民
法
典
第
三
一
〇
条
第
三
項
に
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
契
約
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、W

urm
nest, W

olfgang, in: M
ünchener K

om
m
entar zum

 B
G
B
, 6. A

ufl age 2012, §
 307 R

n. 64 ff .

等
参
照
。

一
四
八



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
六
〇
五
）

（
23
） W

urm
nest, W

olfgang, in: M
ünchener K

om
m
entar zum

 B
G
B
, 6. A

ufl age 2012, §
 307 R

n. 70

を
参
照
。

（
24
） 

前
掲
脚
注（
11
）参
照
。

（
25
） 
消
費
者
保
護
法
第
六
条
が
ド
イ
ツ
普
通
取
引
約
款
法
の
要
件
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、Krejci, H

einz, in: R
um

m
el, A

B
G
B
, 3. 

A
ufl . 2002, §

 6 K
S
chG

 R
n. 6

参
照
。

（
26
） 

し
か
し
な
が
ら
、
第
六
条
第
二
項
に
含
ま
れ
る
条
項
カ
タ
ロ
グ
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
は
、
契
約
規
定
が
個
別
に
取
り
決
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 

こ
れ
に
関
し
て
、K

athrein, G
eorg, in: K

oziol/B
ydlinski/B

ollenberger, A
B
G
B
, 3. A

ufl . 2010, §
 6 K

S
chG

 R
n. 31

等
参
照
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
適
合
す
る
よ
う
な
法
の
適
用
を
通
じ
て
、
全
て
の
定
型
化
さ
れ
た
契
約
条
件
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
28
） 

同
法
は
普
通
取
引
約
款
だ
け
で
な
く
、
契
約
の
定
型
用
紙
も
挙
げ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
通
説
に
よ
る
と
約
款
の
定
義
に
含
ま
れ
る
。

（
29
） 

二
〇
〇
四
年
八
月
一
二
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（1O

b144/04i

）
は
、
著
し
い
不
利
益
の
「
主
な
事
例
」
に
、
任
意
成
文
法
か
ら
の

回
避
を
挙
げ
て
い
る
│
こ
れ
に
関
し
て
、
二
〇
〇
三
年
八
月
五
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（7O

b179/03d

）, S
Z
 2003/91

も
参
照
。
こ
こ
で

は
、
任
意
成
文
法
か
ら
の
回
避
は
、
そ
れ
が
事
物
の
性
質
に
照
ら
し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
は
、
著
し
い
不
利
益
に
な
り
得
る
と
す
る
確
立
さ
れ

た
判
例
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
30
） L

eitner, M
ax, im

m
olex 2012, 242

を
参
照
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
普
通
取
引
約
款
と
は
厳
格
に
は
何
で
あ
る
の
か
」（„W

as genau sind 

eigentlich A
G
B
 

…?“

）
で
あ
る
。

（
31
） 

二
〇
〇
八
年
四
月
二
八
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（7 O

B
 89/08a

）, JB
l 2008, 789; B

ollenberger, R
aim

und, in: K
oziol/

B
ydlinski/B

ollenberger, A
B
G
B
, 3. A

ufl . 2010, §
 864a R

n. 1; R
um

m
el, P

eter, in: R
um

m
el, A

B
G
B
, 3. A

ufl . 2000, §
 864a R

n. 1

。

（
32
） 

条
項
指
令
第
六
条
第
一
項
の
沿
革
に
つ
い
て
、T

enreiro, M
ário/K

arsten, Jens, in: E
uropäische R

echtsangleichung und nationale 

P
rivatrechte, 1999, S

. 223, 245

を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
文
言
は
欧
州
議
会
に
よ
っ
て
、
加
盟
国
が
承
認
で
き
る
程
度
ま
で
薄
め
ら
れ
て
し

ま
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。

（
33
） 

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
六
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-168/05

）「E
lisa M

aría M
ostaza C

laro/C
entro M

óvil M
ilenium

 S
L

」。
こ
こ
に

一
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
六
）

は
、
多
く
の
参
考
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
六
月
一
四
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-618/10

）「B
anco E

spañol de C
rédito, S

A
/

Joaquín C
alderón C

am
ino

」。
こ
れ
は
確
立
し
た
判
例
で
あ
る
。

（
34
） 
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
通
説
は
、
一
般
民
法
典
第
八
七
九
条
第
三
項
は
、「
相
対
的
無
効
」
の
結
果
を
も
た
ら
す
、
つ
ま
り
、
他
方
の
契
約
当
事
者

は
、
条
項
の
無
効
を
援
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
九
六
年
五
月
二
九
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（3O

b2004/96v

）, S
Z
 67/127

を
参

照
。
消
費
者
保
護
法
第
六
条
に
お
い
て
も
同
様
の
見
解
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、B

ydlinski, P
eter, B

ürg. R
echt B

d. I: A
llg. T

eil, 

6. A
ufl . 2013, R

n. 7/44

を
見
れ
ば
分
か
る
。
た
だ
し
こ
の
文
献
は
通
説
を
当
然
の
こ
と
な
が
ら
批
判
し
て
い
る
。
と
も
か
く
指
令
の
適
用
範
囲
に

お
い
て
は
、
国
内
の
裁
判
所
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
、
条
項
が
効
力
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
職
権
を
も
っ
て
考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
関
し
て
、K

athrein, G
eorg, in: K

oziol/B
ydlinski/B

ollenberger, A
B
G
B
, 3. A

ufl . 2010, §
 6 K

S
chG

 R
n. 5

を
参
照
。

（
35
） 

一
九
九
七
年
一
二
月
四
日
連
邦
裁
判
所
（V
II Z

R
 187/96

）, N
JW

-R
R
 1998, 594, 595

参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
約
款
使
用
者
は
条
項
の

無
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
日
で
は
、
民
法
典
に
お
い
て
消
費
者
を
不
利
益
に
取
り
扱
う
あ
る
特
定
の
規
定
を
事
業
者
が
援
用
で
き
な

い
と
す
る
表
現
も
部
分
的
に
見
受
け
ら
れ
る
│
民
法
典
第
四
七
五
条
第
一
項
参
照
。

（
36
） 

無
効
の
理
由
を
逐
一
論
述
す
る
こ
と
は
、
こ
の
講
演
の
範
囲
を
遥
か
に
超
え
て
し
ま
う
。
連
邦
裁
判
所
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
が
ド

イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
最
終
修
復
条
項
を
無
効
だ
と
判
断
す
る
論
法
に
つ
い
て
、S

chrader, P
aul, w

obl 2013, 127

の
比
較
法
的
記
述
を
参

照
。

（
37
） 

こ
れ
に
関
し
て
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
は
、H

einrichs, H
elm

ut, in: 10 Jahre A
G
B
-G

esetz, 1987, S
. 23, 35

を
参
照
。H

einrichs

は
、

立
法
者
は
部
分
的
に
条
項
禁
止
に
違
反
す
る
普
通
取
引
約
款
の
問
題
を
全
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。

（
38
） 

と
り
わ
け
、
判
例
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
し
て
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
を
禁
止
す
る
。
他
方
で
、
文
献
で
は
注
目
に
値
す
る
反
対
の
立
場
が
有
力
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
見
解
の
状
況
に
関
し
て
、U

ff m
ann, K

atharina, D
as V

erbot der geltungserhaltenden R
eduktion, 2010, S

. 2 f.

を
参

照
。
縮
小
解
釈
を
禁
止
す
る
判
例
の
原
点
と
し
て
、
主
にB

G
H
Z
 84, 109

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
判
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
連
邦
裁
判
所
は

そ
れ
以
前
か
ら
幾
度
と
な
く
、
条
項
を
補
充
的
な
契
約
解
釈
に
よ
っ
て
、
一
方
で
約
款
使
用
者
に
で
き
る
限
り
有
利
に
、
他
方
で
法
的
に
許
容
さ
れ

る
ぎ
り
ぎ
り
の
範
囲
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
役
目
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
│
一
九
七
八
年
一
二
月
一
〇
日
連
邦
裁
判
所
（V

II 

一
五
〇



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
六
〇
七
）

Z
R
 220/77

）, B
G
H
Z
 72, 206, 208

│B
G
H
Z
 62, 323, 327

を
引
用
し
て
い
る
│
等
を
参
照
。

（
39
） 

違
約
金
の
減
額
を
明
示
的
に
判
断
し
た
例
と
し
て
、
一
九
八
三
年
四
月
一
三
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（1O

b581/83

） S
Z
 56/62 = 

JB
l 1983, 534

│B
ydlinski, F

ranz

の
評
釈
。
さ
ら
に
、
一
九
九
六
年
五
月
二
九
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（3O

b2004/96v

）, S
Z
 67/127

及
び
そ
こ
に
掲
げ
て
あ
る
文
献
も
参
照
。
他
の
文
献
で
は
異
な
る
見
解
も
部
分
的
に
見
受
け
ら
れ
る
│F

itz, H
anns, F

estschrift für S
chnorr, 

1988, S
. 645

参
照
。

（
40
） 

特
に
、
二
〇
〇
八
年
八
月
五
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（7O

b179/03d

）, S
Z
 2003/91

（
傍
論
）、L

eitner, M
ax, Ö

JZ
 2002, 711

。

B
ydlinski, P

eter, B
ürg. R

echt B
d. I: A

llg. T
eil, 6. A

ufl . 2013, R
n. 7/9

は
こ
れ
に
批
判
的
で
あ
る
。

（
41
） 

指
令
第
七
条
第
一
項
及
び
検
討
理
由
第
二
四
か
ら
そ
の
こ
と
が
伺
え
る
。

（
42
） 

二
〇
一
二
年
六
月
一
四
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-618/10

）「B
anco E

spañol de C
rédito, S

A
/Joaquín C

alderón C
am

ino

」。
こ
れ
は
、

二
〇
一
三
年
五
月
三
〇
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-488/11

）「D
irk F

rederik A
sbeek B

russe/Jahani B
V

」
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。

（
43
） 

前
掲
脚
注
（
42
）。

（
44
） 

例
え
ば
、
約
款
使
用
者
は
条
項
が
完
全
に
無
効
に
な
る
リ
ス
ク
を
負
う
（
い
わ
ゆ
る
使
用
者
の
リ
ス
ク
│A

ugenhofer, S
usanne, JZ

 2007, 

792, 794

を
参
照
）、
も
し
く
は
「
一
方
で
約
款
使
用
者
に
で
き
る
限
り
有
利
に
、
他
方
で
法
的
に
許
容
さ
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
範
囲
に
、
普
通
取
引

約
款
を
見
出
す
こ
と
は
、
裁
判
官
の
役
目
で
は
な
い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
一
九
八
二
年
五
月
一
七
日
連
邦
裁
判
所
﹇V

II Z
R
 316/81

﹈, 

B
G
H
Z
 84, 109, 117

）。
し
か
し
な
が
ら
私
の
考
え
で
は
、
ど
ち
ら
の
論
拠
も
縮
小
解
釈
の
禁
止
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
45
） 

賃
借
人
が
消
費
者
で
は
な
く
事
業
者
で
あ
る
場
合
、
不
相
当
／
重
大
な
不
利
益
を
認
め
る
た
め
の
前
提
が
異
な
る
か
と
う
い
う
問
題
は
こ
こ
で

は
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
46
） U
ff m

ann, K
atharina, D

as V
erbot der geltungserhaltenden R

eduktion, 2010, S
. 57 ff .

に
概
観
が
あ
る
。

（
47
） 

特
に
、
一
九
九
七
年
九
月
一
〇
日
連
邦
裁
判
所
（V

III A
R
Z
 1/97

）, B
G
H
Z
 136, 314, 322

、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
〇
日
連
邦
裁
判
所

（III Z
R
 325/12

）, M
D
R
 2013, 1388

。
連
邦
裁
判
所
は
、
普
通
取
引
約
款
法
施
行
直
後
に
こ
の
道
を
歩
ん
だ
│
一
九
八
一
年
一
〇
月
七
日
連
邦

裁
判
所
（V

III Z
R
 214/80

）, N
JW

 1982, 178, 181

及
びS

chm
idt, H

arry, V
ertragsfolgen der N

ichteinbeziehung und der U
nw

irksam
keit 

一
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
八
）

A
llg. G

eschäftsbedingungen, 1986, S. 69 in F
n. 99

に
お
け
る
広
範
な
文
献
を
参
照
。

（
48
） 

例
え
ば
使
用
貸
借
法
で
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
修
復
条
項
に
お
い
て
。H
äublein, M

artin, in: M
ünchener K

om
m
entar zum

 B
G
B
, 6. 

A
ufl . 2012, §

 535 R
n. 122

を
参
照
。

（
49
） 
こ
れ
に
関
し
て
は
、
比
較
的
新
し
い
二
〇
一
三
年
一
月
二
三
日
連
邦
裁
判
所
（V

III Z
R
 80/12

）, N
JW

 2013, 991

を
参
照
。

（
50
） 

全
体
の
一
部
分
（pars pro toto

）
と
し
て
、U

ff m
ann, K

atharina, D
as V

erbot der geltungserhaltenden R
eduktion, 2010, S

. 147 

f.

及
び
各
所
の
広
範
な
文
献
を
参
照
。

（
51
） 

こ
れ
は
、
と
り
わ
け
当
時
の
ド
イ
ツ
普
通
取
引
約
款
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
が
歩
み
寄
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
│B

asedow
, Jürgen, in: 

M
ünchener K

om
m
entar zum

 B
G
B
, 6. A

ufl age 2012, §
 310 R

n. 67

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
の
文
献
に
お
い
て
は
、
指
令

の
法
政
策
的
な
目
標
に
つ
い
て
の
重
要
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
│M

iethaner, T
obias, A

G
B
-K

ontrolle versus 

Individualvereinbarung, 2010, S
. 103

。
即
ち
、
弱
者
を
一
括
し
て
保
護
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

一
五
二
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